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随意契約について

令和6年3月28日

契約業者名・住所 大成機工株式会社 東京支店・東京都中央区日本橋１-２-５栄太桜ビル7階

工 事 等 の 名 称 水管橋漏水修理工事

工 事 等 の 概 要 水管橋漏水修理工事

随意契約の理由

工 事 等 箇 所 館山市亀ケ原889番地先

種 別 管

工 事 等 期 間 自　　令和６年２月１５日　　～　　至　令和６年３月１８日　

　随意契約根拠条項　地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号
　緊急の必要により競争入札に付することができないとき

　本修理工事は，口径300㎜の水管橋が漏水し，近隣に影響が大きいことから，
早急に工事を行う必要が生じた。
　また狭小現場での施工のため，熟練した技術と特殊な機材が必要となる。
　大成機工株式会社は，同様の工事を多数経験しており，技術，機材もそろって
いるため，随意契約により工事を行うものとする。


